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福島町議会議長 溝 部 幸 基 様

福島町議会議員 10 番 滝 川 明 子 ㊞

文 書 質 問

福島町議会活性化事項の試行に関する実施要綱に基づき、次のとおり文書

質問をいたします。

「質問事項１」 町立小中学校の耐震診断について

６月２１日付けの北海道新聞によると１９８１年施行の現行の耐震基準以前に建設

された校舎などに対して求められている耐震診断を予定も含めて全国２６市町村が実

施しておらず、うち、道内２２市町村、管内３町のみであること。

そして、福島町は校舎の耐震診断をまったく行っておらず、来年３月までに予定も

ないと報道されています。

文部科学省は「財政事情の厳しさは分かるが、いつ、地震が起きてもいいように最

善の対応が必要だ。自治体も意識改革してほしい。」 －施設助成課－ としている。

１．福島町立校舎の耐震診断にかかる費用および補助金はいかほどですか。

２．国庫補助率を引き上げる改正地震防災対策特別措置法の施行を受けての対応は

いかにお考えですか。

※１ 質問は、簡潔明瞭に記載すること。

※２ 質問事項（用紙）は適宜、追加すること。


